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新 TDnetの試行期間のお知らせについて 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、重要な会社情報の適時かつ適切な開示にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当取引所では、決算情報へのXBRLの本格導入に伴い、平成20年7月を目途に、TDnet（Timely 

Disclosure network：適時開示情報伝達システム）のリプレース（以下リプレース後のシステムを「新

TDnet」といいます。）を実施いたします。 

当取引所では、当件に関する上場会社各位の対応概要につきまして、平成20年3月6日より全国各

地で実施いたしました、『「新 TDnetの稼動に関する端末操作説明」等に関する全国証券取引所等合同

セミナー』にてご案内しておりますが、このたび、新 TDnetの試行期間につきまして、実施要領がま

とまりましたのでご案内申し上げます。（別紙１参照） 

試行期間では、現在ご利用いただいている TDnetで実際の開示業務を実施していただく一方、新

TDnetへの業務移行を円滑に行うために、上場会社各位において、新 TDnetのテストを実施していた

だきますようお願い申し上げます。 

上場会社各位におかれましては、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

当取引所では、今後とも我が国におけるXBRLの本格導入並びにTDnetの機能改善に向けた取組みを

進めてまいりたいと考えております。上場会社各位におかれましては、当取引所の諸施策にご理解を

賜りますとともに、今後一層のご協力をいただきますようお願い申し上げます。 
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【お問合せ先】 
 

株式会社名古屋証券取引所 
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